
 

川崎市交通局自動車運転業務会計年度任用短時間職員 

【市バス運転手（非常勤）】 採用選考案内

 

募 集 期 間 通年募集 

申 込 方 法 LoGo フォームによる申請のみ ※令和７年度選考分から変更になっています。 

 

 

 

１ 採用予定人数、採用予定日及び職務内容 

（１）採用予定人数 若干名 ※募集状況、事業運営上の都合等により変更となる場合があります。 

（２）採用予定日  令和８年４月１日以降の毎月１日付 

（３）職務内容   路線バス運転業務 

 

２ 受験資格 

次の条件を全て満たしている人（年齢不問） 

（１）大型自動車第二種免許を保有している人 

（２）大型自動車の実務経験が継続して１年以上ある人 

 

 

※上記受験資格に関わらず、地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する者は、受験できません。 

 

 

 

※ 大型自動車 車両総重量11トン以上､最大積載量6.5トン以上､又は乗車定員30人以上 

（参考）地方公務員法（抜粋） 

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けること

ができない。 

  一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

  二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

  三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

  四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した者 

 正規職員として任用されるには、別に実施する正規職員採用選考（受験年齢上限あり）に合格する必要があり、

会計年度任用職員期間中でも受験することができます。 

 なお、会計年度任用職員として一定の期間、無事故・無違反及び勤務成績が一定の基準以上の者は、正規職員採

用選考の実技試験を免除しています。 

Ｒ７．１２改定 



 

３ 選考日程 

（１）選考科目 

内 容 日時及び会場 結果について 

実技試験 

（実際の市バス車両を運転し、公道

を走行していただきます。） 
塩浜営業所 

※集合日時は相談の上調整します。 

（概ね応募月の翌月） 

結果通知は合否に

かかわらず、試験

後速やかに郵送し

ます。 

面接試験 

身体検査※１ 
実技試験及び面接試験で一定の成績を修

めた方に対し改めて通知します。 

 

○選考日に持参するもの 

ア 受験票  イ 運転免許証  ウ 運転記録証明書 
※証明日については、受験申込日以降の日付で、５年間の証明 

○最終合格発表後、大型自動車実務経験証明書を提出していただきます。 

証明日については、受験申込日以降の日付。別添の大型自動車実務経験証明書により、 

同一の会社等で継続して１年以上の大型自動車実務経験について証明を受け、提出してください。 

※申込日現在、川崎市交通局で運転手として１年以上勤務している者は、提出不要です。 

 

  ○申込日現在で、川崎市交通局で運転手として２年以上勤務している者の中で、申込日から起算して直

近２年間無事故・無違反で勤務するとともに、勤務成績が一定以上の者は、実技試験を免除します。 

 

  ※１ 身体検査につきましては、原則として局が指定する病院及び日時で受診していただきますが、遠

方の方など、受診に際して都合のつかない方については、診断結果の提出による選考も可とします。 

     また、現在川崎市交通局で勤務している方については、受験年度に受診した健康診断の結果をも

って、身体検査に代えさせていただきます。 



 

４ 申込手続 

 

５ 任用条件等 

（１）合格から採用まで 

局と調整の上、採用日を決定します。 

日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は採用されません。 

（２）任用期間 

採用日から採用年度の末日まで 
※採用（再度の任用の場合を含む）については条件付採用となります（地方公務員法第２２条の２第６項）。条件付採用期間

については、任用開始日から１箇月（実際に勤務した日数が１５日に満たない場合、１５日に達する日まで）となり、この

期間を良好な成績で遂行した場合に正式採用となります。 

（３）再度の任用 

任用期間満了後、引き続き任用を希望する場合には、再度の任用に係る選考を受験し、合格する必要

があります。 

また、再度の任用日は毎年４月１日とし、事業の都合により再度の任用をできない場合があります。

（再度の任用は、最大４回まで行うことがあります。） 

（４）勤務時間 

１月を単位とする変形労働時間制に基づくものとし、休憩時間を除き１月を平均して１週間当たり 

２０時間勤務です。（※所定時間外労働の有無…有） 

また、変則勤務のため、早朝及び深夜勤務があり、週休日は土、日曜日に限りません。 

（５）週休日 

年間１０４日を超えない範囲となります。 

（６）休暇等 

年次有給休暇、夏季休暇等が付与されます。（付与日数は採用日によって異なります。） 

（７）勤務先  

・塩浜営業所（川崎区塩浜２－２－１） 

（８）給与額 

地域手当を含む給料月額 見込額（※１） 年収（（参考）一例）（※２） 

１５８,５３８円 約２６０万円 
    （※１）・そのほか、期末手当（最大年4.65月分）、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当等が実績により支給されます。 

        ・期末手当は基準日（６月１日、１２月１日）に在職し、年度内において任期が６月以上（予定を含む。）ある会計

年度任用職員に、在職期間に応じた支給割合を乗じた額が支給されます。 

・通勤手当は川崎市交通局の規定に基づき認定された額が支給されます。 

・川崎市職員としての経験年数により、給与月額が変わります。（上限あり） 

（※２）「年収（（参考）一例）」は期末手当、時間外勤務手当等を含みます。 

申
込
手
順 

（１）「交通局会計年度任用職員短時間採用選考（市バス運転手）」LoGoフォームページから申込 

   「交通局会計年度任用職員短時間採用選考（市バス運転手）」LoGoフォームページ

（https://logoform.jp/form/FUQz/1225139）から、申込を行ってください。 

 

 

 【重要①】顔写真は、縦4ｃｍ×横3ｃｍになるようサイズを調整し、添付してください。 

受
験
票
の 

送
付
等 

申込月の翌月に、試験日の調整の御連絡をさせていただきます。 

調整後、試験日等を記載した受験票を郵送いたしますので、試験日当日に持参してください。 

また、運転記録証明書（申込日以降の日付で５年間の証明）につきましても、試験日当日に持参

してください。 

https://logoform.jp/form/FUQz/1225139


 

（９）保険等 

厚生年金保険、雇用保険及び全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の被保険者となります。 

また、公務上及び通勤途上の災害については、労働者災害補償保険が適用されます。 

（10）その他 

地方公務員法上の服務に関する規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。 

正規職員として任用されるには、別に実施する正規職員採用試験に合格する必要があります。 

 

６ その他 

（１）この選考において提出された書類等は一切返却しません。 

（２）選考に際して交通局が収集する個人情報は、採用選考及び雇入事務のみに使用します。 

（３）任用条件等について、法令等の改正が行われた場合には、その定めによります。 

 

 
○選考・採用に関する問合せ先 

川崎市交通局企画管理部職員課（採用担当） 川崎市川崎区砂子１－８－９川崎御幸ビル９階 

電話：０４４（２００）３２１６  受付時間：平日８時３０分から１２時、１３時から１７時１５分まで 


